
■ ■ キッズルームイメージキッズルームイメージ ■ 別室の傍聴室イメージ
（参考：渋⾕区新庁舎整備計画）

■ ■ ベビーケアルームレイアウトイメージベビーケアルームレイアウトイメージ ■ ■ おむつ替えスペースの参考イメージ

シンクシンク おむつ替えおむつ替え
シートシート

ソファソファ

⽶原市

武雄市 渋⾕区
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2. 設計⽅針に基づく新庁舎の姿

 『基本構想・基本計画』で定める「基本理念 3」と基本⽅針に基づき、多様化する社会ニーズの変化を⾒据えた、
誰もが安⼼で快適に過ごすことができ、よりよい区⺠サービスの拠点となる庁舎を⽬指します。

【来庁者エリア】
●  待合スペースや廊下などの共⽤部は、「⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「東京都

福祉のまちづくり条例」の整備基準に基づき、安全に移動できる幅員や機能を確保します。
● ⼦ども連れでの来庁に配慮し、以下のように整備します。

1. ユニバーサルデザイン
 現庁舎で課題となっているユニバーサルデザイン・バリアフリー化に配慮し、⼦育て世代や⾼齢者など、す
べての⼈に優しい、共⽣社会を体現する庁舎づくりを⾏います。

【⾞椅⼦使⽤者・⾼齢者への配慮】
□ 窓⼝カウンター等にローカウンターを併設
□  ⾞椅⼦使⽤者が乗り降りしやすい、ゆとりあるエレ

ベーターサイズを採⽤
□  議場の傍聴席には、出⼊⼝の近傍にフラットにアク

セスできる⾞椅⼦使⽤者エリアを設置

【⼦ども連れでの来庁者への配慮】
□ ⼦どもと⼀緒に利⽤できる広い相談室を設置
□  パパママ双⽅にとって利⽤しやすいベビーケアルームを

設置（授乳スペース [= ⼥性専⽤ ] とそれ以外のおむつ替
えスペース等 [= 男⼥共⽤ ] を、引⼾及び施錠管理で明確に
区画する）

□ 窓⼝・相談フロアにキッズルーム等を設置
□  エレベーターはベビーカー利⽤を⾒据えたゆとりあるサイ

ズを採⽤
□  ⾳を気にせず、⼦ども連れでも議会を傍聴できる、個室

の傍聴室を設置
□  ⼀般⾃転⾞より⼤きな、チャイルドシート付電動アシスト

⾃転⾞のサイズにも対応した、駐輪スペースを設置

● ⾞椅⼦使⽤者や、⾼齢者に配慮し、以下のように整備します。

□  区⺠の利⽤頻度が⾼い２・3 階は、⽴体駐⾞場側の出⼊
⼝近傍に「⾞椅⼦使⽤者⽤駐⾞場」を設置

□  ⽴体駐⾞場から庁舎へフラットにアクセスできるよう、
⽴体駐⾞場と庁舎低層部の階⾼を統⼀

   （※⽴体駐⾞場の詳細は、設計⽅針 3「5. 駐⾞場・駐輪場」を参照）

基本理念 3 「区⺠サービスの拠点」として、誰にでも優しい庁舎「区⺠サービスの拠点」として、誰にでも優しい庁舎

■ 基本⽅針
・案内サインやバリアフリーが最⼤限に充実し、誰もが利⽤しやすい庁舎
・⾏政⼿続きがスムーズに⾏える庁舎
・アクセスしやすく、⾝近に感じる庁舎
・職場環境が整い、よりよい区⺠サービスの拠点となる庁舎

設計方針               3 共⽣社会を体現し、将来の社会ニーズの多様化にも対応する庁舎



廊下廊下案内マップ・
満空モニタ 
案内マップ・
満空モニタ 

WCエントランスゾーンWCエントランスゾーン
視線制御視線制御

女子トイレ女子トイレ男子トイレ男子トイレ だれでもトイレだれでもトイレ

視線制御視線制御

■ 視認性の良いエントランス計画

■ トイレ計画のポイント■ トイレ計画のポイント

コミュニティ広場コミュニティ広場

アトリウム広場アトリウム広場

エントランスエントランス
ホールホール
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【トイレ】
●  ⾞椅⼦使⽤者、異性介助同伴者、オストメイト利⽤者等を含め、誰もが利⽤できる、多機能かつ男⼥共⽤のト

イレ（以下、バリアフリートイレ）を各階に設置します。更に、来庁者の利⽤頻度が⾼い低層階のバリアフリー
トイレは、混雑緩和のため複数個所設置します。

●  バリアフリートイレとは別に、性別に関わらず利⽤可能な個室タイプのトイレ（以下、だれでもトイレ）を各
階に設置します（来庁者・職員含め、すべての⼈が利⽤可能）。また、男⼥別⼀般トイレとともに各階で集約し、
案内・誘導性を⾼めます。

● 男⼥別⼀般トイレには、⾝だしなみを整えられるパウダーコーナーを設置します。

●  性別関係なく利⽤できる
●  個室サイズを⼀般的なトイレブースよりも広く、防⾳性に配慮したトイレ計画。

各個室には、洗⾯・鏡を設置し、WC 利⽤を完結できるよう計画
●  犯罪抑⽌の観点から、廊下から視認できる場所に計画。⼀⽅、個室ブースの出

⼊りが廊下から直接⾒えないよう、扉を廊下に⾯しないよう計画
●  要救助者の迅速な発⾒のため、だれでもトイレで⻑時間施錠状態が続いた場合、

防災センターに警報を発報するシステムを採⽤
●  モニターサイン等で利⽤状況を確認できるシステムを導⼊

●  ⾼齢者や障害者等の利⽤に配慮
された機能が備わっている

  （ ⼿すり、汚物⼊れ、⼦ども連れ
対応設備、⼿洗器等）

だれでもトイレ バリアフリートイレ（HWC）

【案内・サイン】
●  グリーンロードや歩⾏者デッキ、コミュニティ広場から、

庁舎の “顔” であるアトリウム広場が⼀⽬でわかる視認
性の良いエントランス計画とします。

●  地上及び歩⾏者デッキと接続する 1 階 2 階のエントラン
スには、デジタルサイネージや⾳声誘導装置を設置して、
各種窓⼝への円滑な誘導を⾏います。更に、アトリウム
広場には総合案内を配置します。

●  サインは多⾔語表記にするとともに、⾔語以外のビジュ
アル表現（点字・ピクトグラム等）を積極的に導⼊します。

2. 設計⽅針に基づく新庁舎の姿 設計方針                           3 共⽣社会を体現し、将来の社会ニーズの多様化にも対応する庁舎

例） 2 階トイレレイアウトイメージ例） 2 階トイレレイアウトイメージ  
    ※ 3 階 4 階共通※ 3 階 4 階共通

多機能を備えた個室ブースイメージ



機械設備関連諸室機械設備関連諸室

都税事務所都税事務所

窓口・相談部門

区長室・危機管理部・
経営企画部・SDGs推進部・総務部

区長室・危機管理部・
経営企画部・SDGs推進部・総務部

2，3，4階に配置部署の
管理部門・産業経済部
2，3，4階に配置部署の
管理部門・産業経済部

新庁舎・施設整備部・都市開発部・土木部・環境部
文化共育部・教育委員会事務局

監査委員事務局・選挙管理委員会事務局・会計課

新庁舎・施設整備部・都市開発部・土木部・環境部
文化共育部・教育委員会事務局

監査委員事務局・選挙管理委員会事務局・会計課

総務部(納税相談)・福祉部・生活振興部(消費者相談)・子ども家庭部(相談)総務部(納税相談)・福祉部・生活振興部(消費者相談)・子ども家庭部(相談)
生活振興部(区民課)・子ども家庭部（手当・保育園）生活振興部(区民課)・子ども家庭部（手当・保育園）

江戸川保健所・健康部江戸川保健所・健康部

アトリウム広場アトリウム広場

アトリウム
広場

アトリウム
広場

立体駐車場立体駐車場

議会議会

■ 各階部署配置の⽅針（断⾯構成）
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2. 窓⼝・相談機能
 江⼾川区では、⼿続きのオンライン化などを進めており、将来は “来庁しない庁舎” を⽬指しています。その
実現に向けて、「対⾯⼿続き」中⼼の窓⼝、「オンライン⼿続き」中⼼の窓⼝、どちらにも対応可能な施設構成とし、
その時代に合わせた⾏政サービスを提供できる可変性に優れた庁舎づくりを⾏います。

【フロア配置】
● 職員へのヒアリング調査や、各部⾨の業務上の近接度の検討を踏まえ、部署のフロア配置を⾏います。（※下図を参照）

・ 区⺠の利⽤頻度が⾼い、窓⼝・相談機能や協働・交流機能（アトリウム広場、多⽬的ホール等）を低層階に配
置します。

・ ⼤地震時の業務継続性を⾼めるため、基幹設備のある機械設備関連諸室を免震層上部の 5 階 6 階に配置します。
・ 都税事務所を 7 階 8 階に配置します。
・ 上層階には、来庁頻度が⽐較的少ない部署を配置します。
・ 区⻑室と危機管理部・災害対策本部を同⼀階に集約し、災害時の連携強化を図ります。
・ 議会機能を最上階の 3 フロアに配置します。

   （※今後の⾏政サービスのあり⽅に応じて配置は変更する可能性があります。）

2. 設計⽅針に基づく新庁舎の姿 設計方針                           3 共⽣社会を体現し、将来の社会ニーズの多様化にも対応する庁舎



 アトリウム広場アトリウム広場

 アトリウム広場アトリウム広場

■ 新庁舎開庁時の 3 階フロア平⾯イメージ

■ 新庁舎開庁時の 2 階フロア平⾯イメージ

総合案内総合案内

執務室等執務室等
（窓⼝フロア）（窓⼝フロア）

執務室等執務室等
（窓⼝フロア）（窓⼝フロア）
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≪ 2 階フロア≫
●  各種証明書の発⾏や転⼊・転出の⼿続きなど、来庁頻

度が⾼く、短時間で対応できる窓⼝を配置します。
●  来庁者の要件に応じて、相談室、相談ブースでの対応

も可能とします。

≪ 3 階フロア≫
●  福祉サービスや⼦どもに関することなど、⽣活に関す

る様々な相談対応を⾏う相談窓⼝を配置します。
●  相談時間の確保やプライバシーへの配慮を要するため

に、相談ブースでの個別対応を主体とし、来庁者の要
件に応じて職員がブースまで出向き、必要な⼿続きを
⾏うことを想定しています。

≪２, ３階共通≫
●  来庁者の減少に伴う、窓⼝や執務室のレイアウトの可

変性を確保します。

【窓⼝・相談フロア（2 階・3 階）】
●  今後、“来庁しない庁舎” や “ミニ区役所※ 1” が実現していくことに伴い、来庁者の減少が⾒込まれます。⼀⽅、

オンラインでの⼿続きの増加や対⾯での相談⽬的の来庁者は⼀定数存在する等、“来庁しない庁舎” への移⾏段
階や、“ミニ区役所” 整備完了までの間は、本庁舎の職員の業務量に⼤きな変化はないことが想定されます。  
そこで、基本設計時点では、業務内容や来庁頻度に応じて、下記のように窓⼝・相談フロアの区分を想定しつつ、
開庁までの間、⾏政サービスのあり⽅の変化に対応できる可変性を確保します。

       ※ 1）学校などの⾝近な場所で⾏政サービスを受けることができるように、区内各所に整備される新たな地域の拠点

●  各フロアの職員同⼠の連携向上やコミュニケーション活性化のため、2 階と 3 階を⾏き来できる職員専⽤の「コ
ミュニケーション階段」を執務室内に設置します。

2 階

3 階

コミュニケーション階段階段

コミュニケーション階段階段

2. 設計⽅針に基づく新庁舎の姿 設計方針                           3 共⽣社会を体現し、将来の社会ニーズの多様化にも対応する庁舎

各種証明書の発⾏や転⼊・転出の⼿続き等、各種証明書の発⾏や転⼊・転出の⼿続き等、
来庁頻度が多く、短時間で対応する窓⼝来庁頻度が多く、短時間で対応する窓⼝

⽣活全般に係る様々な相談等、⽣活全般に係る様々な相談等、
時間やプライバシーを要する窓⼝時間やプライバシーを要する窓⼝



レベル０

レベル1

レベル 2

レベル 3

レベル1

レベル 2
レベル3　　　　

執務室デスク

ミーティングエリア

ミーティングブース

共創エリア

クリエイティブポートクリエイティブポート執務室執務室

■ 執務室内イメージ ■ 執務室内の什器イメージ

■ 基準階の平⾯
  構成イメージ

■ 段階的なセキュリティゾーニング ■ 基準階のセキュリティゾーニング

コの字型のオープンな執務室コの字型のオープンな執務室
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3. 執務機能
 職員⼀⼈当たりの執務⾯積を適正化するとともに、ABW ※ 1 などの多様な働き⽅に対応したフレキシビリティ
の⾼い執務環境を整備し、⾼品質な⾏政サービスの提供を⽀援します。

※ 1）ABW（Activity Based Working）：時間と場所を⾃由に選択できる働き⽅

【基準階 ( 執務室）】
●  将来の組織改編や働き⽅の変化に伴い、柔軟にレイア

ウト変更できるよう、コの字型のオープンな執務室と
します。

●  基準階は、コの字型のオープンな執務室、バックヤー
ドなど、ゾーニングの構成を標準化し、合理的な平⾯
計画とします。

●  エレベーターや階段等の主要な縦動線をフロア中央に
配置します。これにより、縦動線から諸室までの移動
距離を均質化し、職員が上下階を移動しやすい計画と
します。

●  窓まわりには「クリエイティブポート」を配置し、耐
震⽊パネル周りを中⼼に、打合せ、作業、休憩等がで
きるようにすることで業務の創造性や効率性を⾼めま
す。また、⾃然採光や⾃然通⾵により、明るく、⾵通
しの良い、職員が⼼⾝ともに健康な状態で業務できる
環境づくりを⾏います。

【会議室、書庫・倉庫】
●  会議室等は、スライディングウォールを⽤いて分割利⽤できる設えとします。⼤⼩様々な会議体運⽤に対応し

やすくなり、庁舎全体の会議室の稼働率を⾼めます。
● クリエイティブポートは、簡単な打合せやディスカッション等に活⽤できるよう、多様な什器を配置します。
● Web 会議やペーパーレス会議に対応した設備計画を⾏います。
● ペーパーレス化を推進し、書庫・倉庫の規模を合理化します。（⽂書量削減 40％以上）

【セキュリティ対策】
●  段階的にセキュリティレベルを設定し、

明快なゾーニングを⾏います。
●  ⽇常運⽤時の利便性に配慮し、カード認

証による⼊退室管理等のハードなセキュ
リティと、受付での⽬視や⽴て看板（⽴
⼊禁⽌看板）等によるソフトなセキュリ
ティを、必要に応じて使い分けます。

2. 設計⽅針に基づく新庁舎の姿 設計方針                           3 共⽣社会を体現し、将来の社会ニーズの多様化にも対応する庁舎



19 階

20 階

21 階

■ 議会フロアの断⾯構成イメージ

■ 議会フロアの平⾯イメージ
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4. 議会機能
 議会フロアは、ユニバーサルデザインに配慮して計画するとともに、江⼾川区の “未来を考える場” である議
会を、区⺠がより⾝近に感じることができる、ひらかれた議会を⽬指します。

【議会フロア配置計画】
● 議会機能は最上階 3 フロア（19 階〜 21 階）に集約し、

議会の独⽴性を確保します。
● 議会で扱う情報保護や防犯性に配慮し、セキュリティラ

インを明確に設定し、電⼦認証を導⼊します。

【ICT 環境】
● 効率的で迅速な議会運営、ペーパーレス等の観点から、

議会の ICT 環境整備を強化します。(Wi-Fi 環境、⼤型ディ
スプレイ、フル HD カメラ、電⼦採決設備など )

【議会フロア主要諸室の特徴】
● 議会フロア全体のバリアフリー化、ユニバーサルデザイ

ンに配慮した計画を⾏います。

□ 議場（20 階 -21 階）
・  2 層吹き抜けの開放的な空間構成。議場と傍聴席のフロアを

分けることで、議会フロアの独⽴性・防犯性を確保
・ 議場と傍聴席を近づけることで、議場の⼀体感・臨場感を⽣

み出す「横型レイアウト」の平⾯構成
・ 議員や職員の⾞椅⼦使⽤を考慮し、適切にスロープを設置
・議⻑席から各議員席への視認性を確保
・ 議会期間外の多⽬的利⽤を想定
・ 友好都市との交流発展を願い、内装材には友好都市産⽊材を

積極的に活⽤
・難聴者の聞こえを⽀援するためヒアリングループを導⼊

□ 傍聴席（21 階）
・  エレベーターホールから傍聴席までフラットにアクセスで

きる動線計画
・  ⾞椅⼦使⽤者席や別室の傍聴席（⼦ども連れ利⽤や介助者

同伴利⽤など。⾳を気にせず傍聴可能）を設置

□ 委員会室（20 階）
・  委員会規模や同時開催数などに応じて運⽤できるよう、各

室をスライディングウォール（移動間仕切壁）で区画

□ 議員控室（19 階）
・  会派数や議員数の変動に応じて間仕切り位置を変更しやす

くするため、間仕切りにはスチールパーティションを採⽤

□ 各室配置計画（19 階）
・  議⻑室・副議⻑室と議会事務局の隣接配置による連携強化

□ その他
・  議会図書室は議員の調査研究に資するため、官報や公報及び

政府刊⾏物を保管
・  応接室、打合せ室は各会派の利便性を考慮し分散配置

傍聴席まで傍聴席まで
フラットにフラットにアクセス可能アクセス可能

視認性

⾒渡せる⾒渡せる

スライディング
ウォールで区画

（⼀体利⽤も可能）

間仕切り位置を変更しやすい
スチールパーティションを採⽤

⼀体感・臨場感
を⽣み出す

「横型レイアウト」
の平⾯構成

⾞椅⼦使⽤を考慮しスロープ設置

⾞椅⼦使⽤者席
や別室の傍聴席
を設置

2 層吹き抜けの
開放的な空間構成

フロアを分けることで議会の
独⽴性・防犯性を確保

会議室等会議室等
議場吹抜議場吹抜

傍聴席傍聴席

機械機械

機械機械

機械機械

WCWC

WCWC

WCWC

EV ホールEV ホール

EV ホールEV ホール

EV ホールEV ホール

コアコア

コアコア

コアコア

WCWC

委員会室委員会室

委員会室委員会室

議場議場

：議会事務局： 議員控室
   議⻑・副議⻑室等：議場・委員会室等

受付

来庁者から視認
性の⾼い受付を
配置

議⻑室・副議⻑
室と議会事務局
と隣接配置によ
り連携強化

受付受付付付受付受受付付受付

セキュリティセキュリティ
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1F

2F

3F

光

光

らせん状のらせん状の
⾞路スロープ⾞路スロープ

フラットなフラットな
駐⾞スペース駐⾞スペース

光

光光光光光

エントランスエントランス

東側道路東側道路

⾞路スロープ⾞路スロープ
2F へ2F へ

バイク置場・荷捌きスペース・バイク置場・荷捌きスペース・
ゴミ庫 等ゴミ庫 等

⾬に濡れることなく⾬に濡れることなく
アプローチ可能アプローチ可能

ゆとりある規模のゆとりある規模の
ロータリーロータリー

⾞寄せ⾞寄せ

OUTOUT◀◀

◀◀

ININ

N

■ フラット⽅式の⾃⾛式⽴体駐⾞場の構成イメージ

■ 庁舎 1 階の階⾼を活かした 2 層構成の駐輪場イメージ

■ ⽴体駐⾞場（1 階ロータリーまわり）の平⾯イメージ ■ ⽴体駐⾞場の断⾯構成イメージ
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5. 駐⾞場・駐輪場
 庁舎低層部とフラットに接続する⽴体駐⾞場や、⽇常利便性に配慮した新⼤橋通り側の屋内・屋外駐輪場など、
来庁者のアクセス性に優れた庁舎づくりを⾏います。

【駐⾞場（⽴体駐⾞場）】
●  ⾒通しが良く、運転・駐⾞がしやすいフラット⽅式の

⾃⾛式⽴体駐⾞場（駐⾞台数：約 210 台）を採⽤します。

● 庁舎低層部（1 〜 4 階）と駐⾞場の階⾼を合わせ、各階の⾞寄せからフラットにアクセス可能な計画とします。
●  ゆとりある規模のロータリーを駐⾞場 1 階に計画することで、⾬に濡れることなく乗り降りでき、そのままエ

ントランスにアプローチすることができます。
● 駐⾞場の料⾦制（⾏政⼿続き利⽤者の減免を検討）を⾒据えてゲートが設置できるように計画します。

【駐輪場】
●  駐輪場の⼀部を庁舎 1 階に計画します。5 ｍの⾼い階

⾼を活かして中 2 階を設けた 2 層構成とし、駐輪スペー
スを合理化します。（駐輪台数：計 600 台程度）

●  新⼤橋通りに⾯した屋外の平置き駐輪スペースは、⼀
般⾃転⾞より⼤きいチャイルドシート付電動アシスト
⾃転⾞にも対応したゆとりあるサイズで計画します。

●  駐輪場の料⾦制（⾏政⼿続き利⽤者の減免を検討）を
⾒据えてゲートが設置できるように計画します。

【フラット⽅式の⾃⾛式⽴体駐⾞場】
□ フラットな駐⾞スペースとらせん状の⾞路スロープを

組み合わせた⽴体駐⾞場
□ フラットな駐⾞スペースの特⻑
・場内の⾒通しが良く、駐⾞もスムーズ
・階数の把握が容易で、駐⾞位置の確認がしやすい
・床が平坦なため、⾞椅⼦使⽤者や⾼齢者にも優しい
□ らせん状の⾞路スロープの特⻑
・外の光が⼊り、明るく安全な⾞路を確保

2. 設計⽅針に基づく新庁舎の姿 設計方針                           3 共⽣社会を体現し、将来の社会ニーズの多様化にも対応する庁舎



庁舎断⾯概念図

■ ⽔害リスクに強く、更新性に優れた情報通信基盤整備
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6. 情報・通信基盤
 昨今、急速に進む DX（デジタルトランスフォーメーション）に伴い、新たな情報通信技術の導⼊にも柔軟に
対応できる、可変性に優れた情報通信基盤を備えた庁舎づくりを⾏います。

【情報通信基盤】
●  地震や⽔害リスクに備え、サーバー室等の設備は

免震層上部階に配置します。
●  新たな情報通信技術の導⼊に伴う改修を⾒据え、設

備配管スペースや将来⽤ ( 更新⽤ ) スペース・ルー
トを確保するなど、ゆとりを持たせた計画とします。

●  屋上まで通信設備機器等を運ぶことができる⼤型
エレベーター（⾮常⽤・⼈荷⽤兼⽤）を採⽤します。

●  各種配線を床下に納める OA フロアとし、セキュ
リティ対策や組織改編に伴うレイアウト変更など
が効率的に⾏えるようにします。

●  ABW など多様な働き⽅に対応するため、執務室に
無線通信システムを構築します。将来的には、場
所に捉われずに執務室以外の場所でも業務ができ
るよう、アトリウム広場やステップガーデンを含
む全庁的な無線通信システムの構築を検討します。

2. 設計⽅針に基づく新庁舎の姿 設計方針                           3 共⽣社会を体現し、将来の社会ニーズの多様化にも対応する庁舎



ステップガーデン

船堀街道船堀街道

歩⾏者デッキ
グリーンロード

グリーンロードグリーンロードコミュニティ広場コミュニティ広場

移動可能な
広場植栽広場植栽

⾄ 新庁舎⾄ 新庁舎N アトリウム広場アトリウム広場（内観イメージ）（内観イメージ）

■ グリーンロードのリニューアル ■ みどり豊かな都市景観を形成
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1. みどりのある空間
 「江⼾川区みどりの基本計画」に基づき、本区の豊かなみどりを活かして、新庁舎整備を契機に船堀駅周辺に
地域のみどりの拠点を形成します。みどりの配置は外構だけではなく、建物上のテラスや屋上、アトリウム広場、
グリーンロードなどを含めて計画し、庁舎全体でみどりを感じる空間とします。

【グリーンロードのみどり】
● 既存樹⽊を活かしながら、船堀街道や歩⾏者デッキと並⾛するように並⽊を整備し、緑視率を重視した計画と

します。現状やや暗い印象の⾜元空間は、視線や動線が⾃然に抜けるよう低⽊・地
ち ひ

被植物やその基盤を刷新し、 
コミュニティ広場やアトリウム広場と連携した賑わい創出に繋げます。 （※詳細については、設計⽅針 2「2. まちづくり機能」を参照）

● ⾒通し・明るさを確保しつつ、⾼⽊による緑陰空間の連なりを創出し、夏季の暑さを緩和する植栽計画とします。
● イベント利⽤を⾒据え、コミュニティ広場の植栽は必要に応じて移動できる設えとします。
● グリーンロードや庁舎の顔となる場所に、アイストップとしてシンボルツリーを配置します。
● グリーンロードでは四季折々の樹⽊によるみどりの景観形成を進めます。

2. 設計⽅針に基づく新庁舎の姿

 『基本構想・基本計画』で定める「基本理念 4」と基本⽅針に基づき、建物内外の緑化や、最先端の省エネルギー
性能などを携えたエコ庁舎を⽬指します。

基本理念 4 「⽇本⼀のエコタウン」実現に向け、環境の最先端を歩む庁舎「⽇本⼀のエコタウン」実現に向け、環境の最先端を歩む庁舎

■ 基本⽅針
・省エネルギーなどの技術を取り⼊れ、地球環境に優しい庁舎
・周辺の環境や景観に調和し、みどりを感じられる庁舎
・環境⾯に関する取り組みを区内外に発信する庁舎

⽔とみどりを活かし、最先端の環境性能を持つ庁舎設計方針               4

【新庁舎のみどり】
● 船堀街道に⾯してひな壇状に緑化したテラス空間、新⼤橋通りや東側道路に⾯して整備する庇

ひさしうえ

上緑化や敷地内
植栽、駐⾞場棟の⼀部外壁への壁⾯緑化などにより、みどり豊かな都市景観を形成します。

● 植栽プランターなど、アトリウム広場も積極的に緑化することで、区⺠が⾝近にみどりに触れることができる空
間づくりを⾏います。（※屋内のみどりについては、設計進捗に伴い、今後変更が⽣じる可能性があります。）

● 低層部のテラス緑化は⼿摺内側に設置し、内側からもみどりを⾝近に感じられるバイオフィリックデザイン※ 1

を実現します。※ 1）バイオフィリックデザイン：⼈間の本能的な「⾃然と結びつきたい」という欲求を満たすため、⾃然要素を建築物に取り⼊れる空間デザイン⼿法




